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示 

 

広
島
県
旅
券
発
給
手
数
料
の
減
額
に
関
す
る
取
扱
要
領
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
号
中
「
旅
券
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
旅
券

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
」
を
「
法
」
に
、
「
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
」
を
「
指

定
地
域
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
外
務
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 


